
 

 

 

 

 

 

 

「プラスチックごみの分別ルール変更 市民周知用 リーフレット」の 
民間事業者による全戸配布等について（周知） 

 

日頃より、ごみと資源の分別にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 
 令和７年４月１日より始まる「プラスチックごみの分別ルールの変更」にあたり、現在、変更内
容を市民の皆さまにわかりやすく伝えるリーフレットを作成しています。 
１月上旬から民間事業者が各ご家庭に当該リーフレットを配布していますので、ご理解をお

願いいたします。 
今後も、住民説明会の実施やリーフレットの配布をはじめとして、様々な啓発等の機会を通

じて分別ルール変更を伝えていきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１．配布物 ＜リーフレット＞  

次の２種類を配布いたします（①に②を挟み込んで各家庭に配布）。 

 ①「プラスチックごみの分別が変わります」リーフレット（A4 仕上がり 2 つ折り） 

   →今回の分別ルール変更について詳しく解説しています 
 
 ②「ごみと資源物の分け方・出し方」リーフレット （A4 仕上がり 2 つ折り） 

   →新しい分別ルールも含めて、ごみと資源物の分別について解説しています 

 

２．民間事業者による配布期間（予定） 

  令和７年１月上旬～２月下旬 

※ 区内でも、お住いの地区によって配布時期は異なります。 

 

３．配布事業者  

 株式会社メディア・ソリューション・センター 

 

４．配布されなかった場合のお問合せ先 

  「近隣（同じ道路に面している他の民家など）に投函されているのに自分の家には配布されて

いない場合」や、「令和７年１月上旬～２月下旬の配布期間が終了したにも関わらずリーフレ

ットが配布されなかった場合」は、以下の配布事業者のコールセンターにお電話ください。 

状況確認次第、配布事業者が速やかに配布いたします。 

  

    ■ポスティングコールセンター（株式会社メディア・ソリューション・センター） 

      期   間：令和７年３月 31 日まで 

電   話：０１２０－２２１－５２３ 

受付時間：月～土 ９時～18 時） 
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５．その他 

自治会・町内会の掲示板等に掲出いただくチラシ（Ａ４版）を 

今後提供させていただきますので、掲出をお願いいたします。 

 

 

 

〈チラシイメージ〉 

 

 

６．参考 

横浜市トップページ＞くらし・手続き＞住まい・暮らし＞ごみ・リサイクル＞ごみと資源の分け方・出し方＞

【４月から、ついに全市で！】プラスチックごみの出し方が変わります 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-

recycle/gomi/puragomi-2024.html 

 

 

 

 

 

 

 

担当：資源循環局西事務所  

ＴＥＬ：２４１－９７７３ 

ＦＡＸ：２５１−1791 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/puragomi-2024.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/gomi/puragomi-2024.html
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